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公立大学法人会津大学の第１期中期目標期間（平成１８～２３年度） 

における業務実績に関する評価結果 

 

第１ 「全体評価」 

〈中期目標期間の主な取組内容〉 

公立大学法人会津大学（以下「法人」という。）は、コンピュータ理工学、産業情

報学、食物栄養学、社会福祉学の分野における人材の育成や研究等を通じて、学問や

科学技術の進歩に寄与するとともに、産業・文化の振興に貢献することを使命とし、

理事長のリーダーシップの下、役員会、経営審議会、教育研究審議会等の各機関や教

職員が相互に緊密な連携を図り、真摯に取り組んできた。 

法人化後６年間において、会津大学（以下「四大」という。）は、コンピュータ理

工学の分野において国内外で活躍できる優秀な研究者・技術者の育成を図るべく、最

新のコンピュータ理工学の内容に合わせた学部カリキュラムの改正、大学院における

専攻の統合、「学部・博士前期課程５年一貫教育プログラム」の運用、中高一貫教育

校との高大連携協定に基づく取組や各種公開講座の開催、高校生等の情報処理技術向

上を目的とした「全国高等学校パソコンコンクール（以下、「パソコン甲子園」とい

う。）」等を行ってきた。また、研究分野では、先端情報科学研究センター（ＣＡＩＳ

Ｔ）を平成２１年４月に開設し、学内領域の枞を越えて３つのクラスターが各分野で

先端的な研究を推し進め、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の小惑星

探査機「はやぶさ」プロジェクトに貢献するなど、着実に成果を上げてきた。さらに、

社会ニーズと大学が持つ技術のマッチングを図る「会津大学ニューテクノロジーセミ

ナー」や「会津ＩＴ秋フォーラム」等の開催による地域貢献等へ向けた取組や、修学

支援宿泊施設（学生寮）の整備、就職活動支援の拡充、海外大学との国際交流協定の

締結、協定締結校との交流、国際的に優れた教育研究者の国内外からの採用等にも取

り組んできており、それらのことについて高く評価できる。 

 会津大学短期大学部（以下「短大」という。）は、専門分野（産業、経営、デザイ

ン、情報、環境、栄養、食品、健康、福祉及び保育等）を生かし、地域に密着した形

で、専門的知識を有する職業人の育成、地域貢献等を図るべく、尐人数教育の実施、

地域活性化センターを中心とした産学民官の連携・協力による各種地域活性化事業の

実施、学生が地域課題に向き合って解決を図る「地域プロジェクト演習」を全学科で

選択できる取組、入学生の確保に向けた「ホームカミングレポーター制度」の創設、

授業評価の公表や教員への周知による授業改善、オフィスアワーの活用による学生へ

のきめ細かな対応、教育研究活動等に関する積極的な広報の実施、派遣講座の実施等

に取り組んできており、それらのことについて高く評価できる。 

 また、東日本大震災等からの復興支援を図るため、大学の特色を生かした新産業の

創出・雇用の拡大に向けた取組として「会津大学復興支援センター構想」を発表する

など、産学官連携による復興支援に大きな期待が寄せられている。 

 なお、平成２２年度に受審した独立行政法人大学評価・学位授与機構の認証評価に

おいても、同機構が定める大学並びに短期大学の評価基準を満たしているとして、法

人が教育水準の向上に努めたことが評価された。一方、大学院博士前期課程の定員充

足率が低いことについては改善を要する点とされた。 
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第２ 「項目別評価」 

 

１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

 

(1) 教育に関する目標を達成するための措置 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

なお、大学院課程の定員充足率向上に向けたより一層の取組が求められる。 

［平成１８～２３年度で評価できる取組（○又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 理事長のリーダーシップの下、コンピュータ理工学の変化に合わせて、国際社会に

通用する最新の知識と実用的技術を身につけた人材を育成するため、学士課程の学科

と学部カリキュラムを見直し、平成２０年４月から、２学科（コンピュータソフトウ

ェア学科、同ハードウェア学科）をコンピュータ理工学科の１学科に再編するととも

に、学生が希望する進路に応じたカリキュラムを選択できるよう、必修科目と選択科

目の区別をなくして、専門領域（５フィールド）に応じた科目と履修モデル（９トラ

ック）に改正した。 

また、学部１年生には「コンピュータ理工学のすすめ」の講義を行い、履修アドバ

イザーやクラス担任等が、学生の希望進路に応じた履修の方向性について指導するな

ど、新カリキュラムの円滑な運用にも取り組んだ。 

○ 大学院課程では、社会情勢の変化を踏まえ、平成２０年４月から、２専攻（情報シ

ステム学専攻、コンピュータシステム学専攻）を「コンピュータ・情報システム学専

攻」の１専攻に統合した。さらに、平成２１年度からは、博士前期課程に「情報技術・

プロジェクトマネジメント専攻」を新設し、国内外のプロジェクト開発をリードする

力を持った世界最高水準のＩＴスペシャリストの育成を行った。 

○ 平成１８年度に学生部に設置した入学センターでは、アドミッションポリシー（入

学者受入方針）を策定し、他団体主催の進学相談会や入試直前説明会への参加、県内

外の高等学校への出前講義の実施等を通じて、優れた入学者の確保に取り組んだ。 

○ パソコン甲子園本選出場者へ推薦入学出願資格における配慮を行うとともに、早期

入学（飛び入学）試験制度を活用するなどして、優れた入学者の確保に努めた。 

○ 語学研究センターにおいて、高度な英語教育や英語能力試験の受験推奨等を行うこ

とにより、専門教育科目の授業や卒業論文の作成等、標準言語を英語とする学内環境

への学生の順応に配慮するとともに、コンピュータ研究開発分野やビジネス社会で活

躍できる人材の育成を図った。 

○ 最新の高性能のワークステーションやネットワーク機器を導入し、学生等が２４時

間使用できるコンピュータの利用環境を整備した。 

○ 教育の質の向上を目指して、インターネット上で学期ごとに学生による授業評価を

実施した。 

○ 計画的かつ円滑に５年で修士学位が取得できる「学部・博士前期課程５年一貫教育

プログラム」を平成２１年度から導入し、平成２３年度までにプログラムＡ（学部４

年＋博士前期課程１年）で該当者５名・認定者３名、プログラムＢ１（大学院早期入

学：学部３年＋博士前期課程２年）で該当者２名、早期卒業初年度となったプログラ
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ムＢ２（学部早期卒業：学部３年＋博士前期課程２年）で認定者５名の実績があった。 

また、優秀な学生の大学院進学を増やすべく、学部の前期段階から大学院進学のモ

チベーションを高める取組を行った。 

○ 平成１９年度に文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラ

ム」に採択された「プロジェクト卒業生２４０＋α」（留年や中退を減らすために毎

年定員（２４０名）以上の卒業生を輩出することを目的とする）に基づき、平成１９

年２月に修学支援室を設置して、常駐の修学支援員等を配置するとともに、ＴＡ

（Teaching Assistant：大学院生が学部教育の補助を行う制度）も活用し、修学状況

に不安や悩みを持つ学生の相談に応じたり、補習の場を提供したりするなど、学生支

援を行った。 

○ 大学院教育の優れた組織的・体系的な取組を重点的に支援する文部科学省の「大学

院教育改革支援プログラム」に、「創造工房とアリーナに基づく革新的ＩＴ教育」が

採択され、最先端のＩＴ技術を英語で学ぶことができる公開の集中講義を行った。 

○ 経済的に困窮した優秀な外国人の大学院留学生を支援するため、会津大学奨学金研

究留学生制度を創設し、当該留学生に奨学金を交付した。 

○ 博士号については、数値目標である年間６～７名に対し、平成１８年度から平成２

３年度の平均は７．２名であった。 

○ 窓口業務のマニュアル化を進めて、職員が誰でも窓口業務に対応できるようにする

とともに、平成２０年１０月からは昼休み時間の窓口業務を交代勤務にするなど、窓

口業務体制の充実を図った。 

○ ＦＤ（Faculty Development：教員能力開発）検討ワーキンググループを設置し、

ＦＤ活動の基本的な方針や推進体制、具体的な方策等について検討を行い、ＦＤ活動

を推進する上での今後の指針となる報告書を取りまとめた。 

○ ＦＤ推進委員会で、成績評価の方法・基準の記載方法を含めたシラバスの改善方針

を作成し、シラバス作成要領を定めて各教員に周知するなど、シラバスの改善を図っ

た。 

○ 「図書館ツアー」(新入生対象)等の開催や図書館の利用状況調査を通じて、図書館

利用に係る教員や学生の要望の把握等に努めた。 

○ 共同生活による教育的効果（学生の社会性や修学意欲の向上、外国人留学生との共

同生活による国際的感覚の醸成等）を目的として、修学支援宿泊施設（学生寮）の整

備を進め、平成２３年５月から供用を開始した（名称「創明寮」）。また、平成２２年

度に学生寮の備品整備に向けた教育環境整備寄附金を募り、在学生保護者や教職員

（ＯＢ・ＯＧ）等から寄附を受けた。 

△ 大学院課程への進学率が、数値目標４０％に対し、平成１８年度から平成２３年度

の平均は２７．６％となっており、その向上が求められる。 

（短大） 

○ 各専門分野において、時代に即応した技術・知識・課題等を考慮して、将来を見据

えた教育目的及び目標の点検を行い、学科課程の見直しを行った。 

○ 教員が分担して県内及び県外の高校訪問による積極的な広報活動を行うとともに、

入学試験制度等の見直しを行い、産業情報学科においては資格推薦制度を平成１８

年度に新設するなど、入学者の確保を図った。 

○ 模範的な在学生を出身高校に派遣して、短期大学部の情報提供を行う「ホームカミ

ングレポーター制度」を平成２０年度に創設し、志願者の確保に努めた。 

○ 新入生ガイダンス時に奨学金制度を学生に周知するとともに、出身地自治体の奨学



4 
 

金に関する情報についても、対象となる学生に個別に案内した。 

○ 資格取得希望者に対する指導等に努めた結果、栄養士免許資格（食物栄養学科）、

保育士資格及び社会福祉士受験資格（社会福祉学科）の資格取得希望者の資格取得率

は、毎年、数値目標である１００％またはそれに近い値となった。 

○ 尐人数教育を実施するとともに、全教員が週１回以上のオフィスアワー（教員が各

研究室等において、学生の履修相談や授業に関する質問などに応じるために待機して

いる特定の時間）を設定するなど、学生への学習指導や進路・生活相談について、き

め細かな対応を行った。 

○ 学生による授業評価を実施し、その結果に対する教員側からの回答を学内ホームペ

ージ等に掲示するとともに、ＦＤ全体ミーティング、ＦＤ講習会、公開授業、意見交

換会等を実施し、授業等の改善に供するなど、積極的にＦＤ活動を行った。 

○ 多様な地域課題を解決するために学科横断的な教育体制を整えるとともに、地域課

題の解決に学生が積極的に参画できるように、平成２０年度に「地域プロジェクト演

習」を新設し、全学科で受講できる自由科目とした。 

○ 学内Ｗｅｂポータルサイト「Ｐｏｔａ.」を導入し、学生、教員、事務局間の円滑

な情報共有を支援する仕組を構築した。 

（共通） 

○ 学生の就職活動を支援し、就職希望者の就職率について、四大（大学院）と短大で

は毎年、数値目標を達成した。また、四大（学部）では数値目標に及ばなかったもの

の、毎年高い数値となった。 

四大（学部） 

平成 18 年度  98.6% (数値目標 100%) 

平成 19 年度  97.9% (数値目標 100%) 

平成 20 年度   99.4% (数値目標 100%) 

平成 21 年度   92.5% (数値目標 100%) 

平成 22 年度   91.2% (数値目標 100%) 

平成 23 年度  94.5% (数値目標 100%) 

四大（大学院) 

   平成 18 年度 100.0% (数値目標 100%) 

平成 19 年度  100.0% (数値目標 100%) 

平成 20 年度  100.0% (数値目標 100%) 

平成 21 年度  100.0% (数値目標 100%) 

平成 22 年度  100.0% (数値目標 100%) 

平成 23 年度  100.0% (数値目標 100%) 

短大      

  平成 18 年度  98.5% (数値目標 95%) 

平成 19 年度  99.1% (数値目標 95%) 

平成 20 年度  98.3% (数値目標 95%) 

平成 21 年度   95.9% (数値目標 95%) 

平成 22 年度  98.3% (数値目標 95%) 

平成 23 年度  98.5% (数値目標 95%) 

○ 四大、短大ともに平成１９年度から専任の就職相談員を配置し、短大においてはキ

ャリア支援センターを開設して、進路・就職相談等を実施した。四大では、平成２２

年度から就職相談員を１名増員（計２名）するとともに、就職支援室を設置して、学
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生の就職活動支援の充実を図った。 

 

(2) 研究に関する目標を達成するための措置 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 重点的に推進すべき特定プロジェクトについて横断的に取り組む「先端情報科学研

究センター（ＣＡＩＳＴ）」を平成２１年４月に開設し、「宇宙情報科学クラスター」、

「環境情報クラスター」、「医学・医療クラスター」の３つのクラスター（講座の枞を

越えた研究チーム）を設置し、研究の拠点化を図るとともに、研究活動を始めた。 

○ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)との共同研究である小惑星探査機

「はやぶさ」に関わる論文が「サイエンス」（米国科学振興協会発行）に掲載された。

また、国立環境研究所、ＪＡＸＡ等と共同で行った月に関する研究成果が英科学誌「ネ

イチャー ジオサイエンス」（オンライン版）に掲載（平成２２年度）された。こう

した研究成果には、若手研究者の活躍が数多く見られた。 

○ ＪＡＸＡとの覚書に基づき、月周回衛星（ＳＥＬＥＮＥ）のデータを活用した月表

面の三次元地図制作及び月面地理情報システム構築の研究を進めた。また、ＪＡＸＡ

と共同研究した小惑星イトカワについて、シンポジウムにおいて研究発表を行うなど、

特色ある研究活動を行った。なお、このような研究活動については、日本地球惑星科

学連合２００８年大会の大学インフォメーション展示に出展した際に、宇宙開発への

貢献が地方大学のアピール事例に繋がった事例として話題になった。 

○ 知的財産管理アドバイザーを企業へ派遣して、地域への知的財産の普及啓発を図る

とともに、ＩＴ専門講座を開催し、ユビキタス社会（「いつでもどこでも、利用者が

意識することなく、コンピュータやネットワーク等を利用できる状態」を実現した社

会）を担う即戦力の人材育成に努めた。 

○ 業績を上げた教員に対して、理事長の裁量による研究費の配分等を行い、研究への

インセンティブが働くように努めた。 

○ 「イノベーションＪａｐａｎ２００７」から「イノベーションＪａｐａｎ２０１０」

まで毎年出展するなど、企業等関係者へ新技術の紹介を行った。また、各イベントで

出展した研究内容に関しては、企業からの問い合わせや相談を受け付け、社会ニーズ

とのマッチングを図った。 

○ 産学連携支援機能の充実に向けて、平成２１年１月に会津大学産学イノベーション

センター（ＵＢＩＣ）の専任教員の増員等相談体制の強化を行った。 

○ 会津地域の企業間連携組織である会津産業ネットワークフォーラム（ＡＮＦ）との

意見交換の場「モーニングサロン」（平成２２年４月から）や会津大学発ＩＴベンチ

ャー企業との意見交換の場「会津大学“雲”サロン」（平成２２年６月から）を実施

し、産学連携支援機能を拡充した。 

（短大） 

○ 地域活性化センターを核にして、短大が持つ専門分野（産業、経営、デザイン、情

報、環境、栄養、食品、健康、福祉及び保育等）を生かして、「空き家等地域情報発

信のための整備に関する事業」（平成２１年度、福島県南会津地方振興局からの受託

事業）や「新たな機能を付加した会津桐によるバリアフリー商品の開発」（平成１９

～２０年度、東北経済産業局からの受託事業）等、各種受託事業を実施した。また、

卒業研究や地域プロジェクト演習の一環として、地域活性化センター事業に学生を数
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多く参画させて、地域課題の解決に向けた実践的な教育研究を行った。 

○ 研究成果である「研究年報」をＣＤ－ＲＯＭ化して、関係機関に配付するとともに、

ホームページや国立情報学研究所（大学共同利用機関法人 情報システム研究機構）

の論文情報ナビゲータ（ＣｉＮｉｉ）に公開するなど、地域社会や企業等が短大の研

究成果を活用できるよう努めた。 

 

(3) 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

なお、地域産業の振興に向けた更なる取組が期待される。 

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 語学研究センターにおいて、毎年、夏期に県内の中学、高校の英語教員の資質向上

のための研修を実施した。 

○ 平成１８年度に締結した県立会津学鳳高校（中高一貫教育校）との協定に基づき、

高大連携協議会を立ち上げ、大学教員等を高校へ派遣して、数学、英語、情報（技術・

家庭）の「スポット講義」を実施するとともに、高校生を大学の授業科目で受け入れ

る取組を行った。 

○ 「パソコン甲子園」を毎年実施し、高校生等の技術向上、ＩＴ人材の育成を図った。 

○ 産学官連携を積極的に推進するため、独立行政法人海洋研究開発機構との農業等産

業分野での活用が期待される地球シミュレータに関する基本協定を始め、各種協定を

締結するとともに、大学研究者の研究内容を広く一般に紹介する研究シーズ集を作成

し、公開した。 

○ 会津大学発ベンチャー企業の創出に取り組み、大学発ベンチャー企業の数は、平成

２３年度までの累計で２５社となり、全国の公立大学の中で第１位であった。 

○ 会津大学発ベンチャー企業の一層の支援を図るため、大学独自に会津大学発ベンチ

ャー企業認証制度を創設した。 

○ 会津地域の産学官連携による「会津ソフトウェア・リンケージ・ファーム協議会」

を設立し、地域経済の活性化を図ることを目的としたＩＴ人材育成事業を開始した。 

○ 「会津ＩＴサマーフォーラム」を毎年開催（平成２２年度からは「会津ＩＴ秋フォ

ーラム」として秋に開催）し、「クラウド」、「Ｗｅｂ」、「ベンチャー・地域」をキー

ワードとした基調講演、分科会等に、県内外のＩＴ企業関係者、技術者、研究者を始

め、地域住民や学生が多数参加した。 

○ 平成２２年１２月に初めて「会津大学ニューテクノロジーセミナー」を、また平成

２１年度からは独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）との共催による「新技術説

明会」を開催し教員が技術説明を行うなど、大学の持つ技術と企業等ニーズのマッチ

ングを図った。 

○ 経済産業省・文部科学省共管のアジア人財資金構想「高度専門留学生育成事業」の

採択を受け、地元のベンチャー企業等と連携し、国際的にも通用する会津発のグロー

バルＩＴリーダーとして、安全な組込システム開発技術者を育成する人材育成プログ

ラム「国際ＩＴ日新館」を開設し、アジアからの留学生を大学院博士前期課程に国費

留学生として受け入れ、専門教育のほか、英語のみならず日本語での教育プログラム

を実施した。 

○ 大学を会場として、「コンピュータサイエンスサマーキャンプ」を、地元ＮＰＯ、

自治体、企業等多数の団体・機関で構成する実行委員会の主催で毎年開催し、ＪＡＶ
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Ａプログラミング等、３つのコースに国内の中・高校生が参加した。 

○ 独立行政法人理化学研究所と富士通株式会社による講演会及び次世代スーパーコ

ンピュータの研究開発、教育、利活用の在り方等について意見交換を行うため、平成

２２年度に「会津大学次世代スーパーコンピュータ特別フォーラム」を開催した。 

（短大） 

○ 平成１９年４月に「地域活性化センター」を開設し、運営推進会議で地域課題の共

有化、地域連携事業の推進、企画立案を行うとともに、卒業研究や地域プロジェクト

演習等で当センター事業に学生を参画させて、各地のグリーン・ツーリズム事業をは

じめ、市町村及び地方振興局からの受託事業等に取り組み、学生への教育効果の向上

や地域貢献に成果を上げた。 

○ 県内外の高校との「高大連携に関する協定」に基づき、県立会津学鳳高校へ講師と

して教員を派遣したほか、山形市立商業高校で遠隔授業を実施した。 

（共通） 

○ 四大、短大ともに公開講座、教員派遣講座、出前講義を毎年開催し、参加者より好

評を得た。 

○ 法人化を機に、県民への図書館の開放を進めることとし、市政だより、タウン誌に

よる広報の結果、利用者は増加した。 

 

(4) 国際交流に関する目標を達成するための措置 

【評価】「Ⅰ：中期計画を十分に実施できている」と認められる。 

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 国際戦略本部において海外の大学との国際交流協定締結を進め、中期計画の数値目

標(締結校１５校)に対し、平成２３年度末までに１７カ国、５５校と協定を締結し、

大きく数値目標を上回った。また、これらのうち、「デュアルディグリープログラム

（提携大学で取得した単位の相互認定により、２つの大学の学位を取得できる制度の

こと）」に関する覚書を締結している大学もあり、協定締結先の学生を受け入れるな

ど、国際交流を推進した。 

○ 国際交流協定に基づき、国際学会や国際会議のほか、学部生交流（注１）、大学院

生交流（注２） 及び教員交流（注３）を積極的に行った。 

注１ ポルト大学（ポルトガル）、ノボシビルスク国立大学（ロシア） 

ローズハルマン工科大学（米国）、テイラー大学（米国）ほか。 

注２ ハルビン工業大学（中国）、サンクトペテルブルグ国立大学（ロシア）、上 

海交通大学（中国）、忠北大学（韓国）、ワイカト大学（ニュージーラン 

ド）、釜山大学（韓国）ほか。 

注３ サンクトペテルブルグ国立大学（ロシア）、釜山大学（韓国）、ハノイ工科 

大学（ベトナム）ほか。 

（短大） 

○ 四大の教授(中国出身)による中国の諸事情を内容とした特別講義の実施や、教養基

礎科目の総合科目における外国人教員の活用等により、学生の国際理解を深めた。 

○ 四大で行われた「欧州理工系学生との交流会」（平成２１年度）や「日欧学生交流

会」（平成２２年度）への学生の参加者を募集して、学生の国際交流を図るとともに、

オーストラリア出身の宮城教育大学教員による国際交流に関する講演会を開催した。 
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２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置      
【１運営体制の改善 ２教育研究組織の見直し ３人事の適正化 ４事務等の効率化・合理化】 

 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

 

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 平成２１年度に事務局を３課１室から２課１室へ再編し、事務の効率化・合理化を推

進するとともに、評価室、監査室及び研究費等不正防止計画推進室を活用し、自己点検

評価、年度計画の進行管理、内部監査の実施等により、理事及び監事の業務を支援した。 

○ 法人化を機に、従前の講座単位にとらわれない教育研究者の採用方針を設け、国際的

に優れた教育研究者を積極的に採用した。 

○ 専門的知識、能力を有する法人職員について、段階的、計画的な採用を行うため、職

員採用試験を実施した。 

○ 新規採用教員に対する任期制について、教育研究審議会においてテニュア・トラック

制度導入を決定した。また、テニュア獲得の資格判定については資格基準等に基づく判

定を行い、制度の適切な運用を図った。 

○ 文部科学省等の採択事業において、そのプロジェクトに付随した専門的知識・能力を

有した職員を期限付き職員として採用した。 

○ 教員の教育・研究への意欲を喚起できるように、在籍６年以上の准教授を対象にした

上級准教授への学内昇任制度の他、著しい研究業績等を有する場合に在職期間に関係な

く昇任申請ができる制度を導入した。 

○ 男女共同参画社会の実現に向けて、教員については国際公募を通じて、職員について

は法人職員採用試験を通じて、優秀な女性の採用に取り組んだ。 

○ 研究費の計画的かつ効率的な執行を図るため、各教員の研究費の年度末残高相当額を、

翌年度の研究費配分額に加算する実質的な繰越制度を創設した。 

（短大） 

○ 男女共同参画社会の実現に向けて、優秀な女性教員の採用による女性教員の比率の向

上に努めた。なお、女性教員の割合は約３４％（平成２３年４月１日）となった。 

（共通） 

○ 内部統制の基盤づくりとして、四大及び短大の使命と目標を踏まえ、役員及び職員が

職務を遂行していく上での指針、基準となる「行動規範」を制定した。 

○ 平成１９年度より研究費等の不正防止を図るため、専門部署（研究費等不正防止計画

推進室）を設置するなど、公的研究費に係る不正防止体制の整備を行った。 

○ 当初予算の一定額を執行留保して、執行状況を勘案しながら、理事長の意向を反映し

た年度途中の新たな事業に対応できる仕組を構築した。 

○ 給与・旅費等の支払業務、決算時の経理業務等については、事務処理の合理化等を推

進するため、人材派遣会社に委託した。 

○ 昼休み時間の窓口業務等、学生サービスの向上に積極的に取り組んだ。 

 

 

３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【１外部研究資金その他の自己収入の増加 ２経費の節減 ３資産の運用管理の改善】 
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【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

 

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 科学研究費補助金等の公募型外部資金に関する情報を速やかにメールで教員に通知

するとともに、研究棟の専用掲示板により公募情報を案内した。また、教員からの求め

に応じて、書類作成のサポート等、研究申請に対する支援を行った。 

○ 大学のホームページにより大学施設開放の周知を進めた結果、施設の利用数は伸びて

きた。 

○ 「会津大学ニューテクノロジーセミナー」等、教員の持つ技術と企業等ニーズのマッ

チングを図った。 

△ 外部資金の間接経費の一部活用については、目標の見直しが求められる。 

（短大） 

○ 民間団体等から寄附金を受け入れ、その使途については学内の委員会で検討を行うな

ど、適切な執行に努めた。 

○ 教員を対象として、競争的公募型外部資金（補助金制度）に関する情報を提供すると

ともに、科学研究費補助金についての説明会を開催した。また、外部資金に申請する教

員には、随時助言等を行った。その結果、外部資金への申請件数は、平成２２年度及び

平成２３年度はともに年間２１件となり、数値目標（１５件以上）を上回った。 

（共通） 

○ 業務委託において、経費節減や業務の効率的かつ効果的な執行のため、関連する複数

の保守点検業務（機械設備、消防設備、エレベーター、自動ドア等）を統合するととも

に、平成１９年度からの複数年契約（建築設備管理、清掃、警備業務）を導入した。 

○ 「公立大学法人会津大学寄附金取扱規程」を平成２１年２月に整備し、適切な運用に

努めた。 

○ 環境方針及び環境目標を設定して省エネルギー・省資源を推進するとともに、経費節

減を図った。 

 

 

４ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関

する目標を達成するためにとるべき措置 
【１自己点検評価の実施 ２第三者評価の実施 ３評価結果の活用】 

 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

   なお、教員評価の実施に向けた検討をより進めることが求められる。 

     

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ ＦＤ推進委員会を設置し、ＦＤ通信の発行、シラバスや授業評価の改善、ＦＤ講演会

の開催等、積極的にＦＤ活動に取り組んだ。 

（短大） 

○ 評価委員会の中に教員評価基準検討委員会を設置し、平成２１年度から全教員に業務

活動実績報告書を提出させて、そのデータを蓄積した。 
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○ 学生による教員の授業評価で高い評価を受けた授業について全教員の見学を義務付

け、教員の教育技術の向上に取り組んだ。また、各教員に授業改善活動の取組状況に関

するアンケート調査を行い、その結果から、短大の教育に適したＦＤ活動について検討

を行った。 

（共通） 

○ 自己点検・評価組織（四大：評価室、短大：評価委員会）を設置し、自己評価や進行

管理に取り組んだ。 

○ 平成２２年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構の機関別認証評価を受審し、同

機構の定める大学評価基準を満たしているとの評価を得た。 

△ 教員評価については、研究実績等を学内人事に反映させているが、今後とも、社会の

変化に応じたよりよい評価の在り方についての検討を期待したい。 

 

 

５  教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る情報の提供に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

 

【評価】「Ⅰ：中期計画を十分に実施できている」と認められる。 

     

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 

（四大） 

○ 広報体制を充実させるために採用した専任の広報嘱託員を中心に、通常の大学見学コ

ースのほか、ＵＢＩＣやＬＭＬ教室における体験型の見学等、大学案内を積極的に行っ

た。また、地元中学校や会津若松市と連携した「教育旅行受入モデル事業」を通じた取

組を継続し、四大の魅力をＰＲした。その結果、見学の受入件数が法人化前と比較して

大幅に増加した。 

○ オープンキャンパスと併せて夏に実施しているオープンラボ（研究室公開）を秋の学

園祭の時にも実施し年２回の開催とするとともに、公開研究室数を徐々に増やし、入場

者数は毎年ほぼ増加傾向となった。 

○ ホームページを全体的に更新し、受験生対象のコンテンツをより充実させるとともに、

ツイッターや「Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ」にも対応させた。また、大学案内パンフレットの内

容拡充や教育研究活動をＰＲするための記者会見の開催等、積極的な広報を行った。 

（短大） 

○ 研究年報をＣＤ－ＲＯＭ化して関係機関に配付するとともに、その全文をホームペー

ジで公表し、また、国立情報学研究所のＣiＮiiにも公開した。 

 

 

６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

【１施設設備の整備・活用等 ２健康管理・安全管理】 

 

【評価】「Ⅱ：中期計画をおおむね実施できている」と認められる。 

        なお、教職員の健康管理のため、教員の健康診断受診率の一層の向上が求められ

る。 

 

［平成１８～２３年度で評価できる取組○（又は検討課題等△）］ 
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（四大） 

○ 分煙対策、学生及び職員の禁煙への意識向上、学生が使いやすい場所への保健室の移

転等に取り組むとともに、消防署からの講師派遣によるＡＥＤや救急救命の講習会実施、

ＡＥＤ設置場所の周知を図った。 

○ 消防防災ヘリ及び県警ヘリの緊急へリポートとしてグラウンドを提供し、救助活動や

捜索活動のネットワークづくりに貢献した。 

○ 省エネルギー対策を進めた結果、財団法人省エネルギーセンターによる診断において、

エネルギー使用量、設備の運転管理状況ともに良好とされた。 

○ 県の「人にやさしいまちづくり条例」で定める基準の適合状況について、学内全域の

施設を対象として調査し、緊急性や重要度の高い箇所の改修を行った。 

○ 落葉や刈芝の堆肥化、剪定枝のチップ化により、緑地管理における廃棄物の発生を抑

制し、二酸化炭素の排出を削減した。 

○ 関係機関の指導を受けながら、教職員に対する救急救命講習会等を開催し、衛生教育

の徹底を図った。 

○ 修学支援宿泊施設「創明寮」（学生寮）については、計画を１年前倒しして整備を進

めるとともに、規程の整備、寮費の設定、備品整備を行い、平成２３年５月に供用開始

した。また、入寮学生を指導する「創明寮レジデントアシスタント（ＳＲＡ）」８名を

配置し、寮の円滑な運営を図った。 

○ 情報センターを中心に、情報セキュリティ体制の維持に努めるとともに、ソフトウェ

アのインストールに関する詳細な調査を行って、ＯＳアップデートにかかる時間と費用

を削減した。 

△ 教職員の健康管理のため、教員の健康診断受診率の一層の向上が求められる。 

（短大） 

○ エレベーター、使用しやすいレイアウトに配慮した保健室、おむつ交換台・非常通報

装置等を整備した障がい者用トイレ等、ユニバーサルデザインの視点による施設整備を

行った。 

○ 救命講習会（ＡＥＤ講習を含む）や教職員へのメンタルヘルス自己診断を、平成１９

年度より実施した。 

○ 学生に学生相談室や保健室について周知し、その利用件数が増加した。 

○ 情報処理センター等担当者技術研究会やセキュリティシステムに関する調査の実施

等を通して、教員の情報セキュリティに関する対応力の向上に努めた。 

（共通） 

○ 東日本大震災対応として、避難所支援のスタッフ派遣や学生ボランティアの斡旋、大

学施設の提供など避難者支援を積極的に行った。 


